
裁判官の兼職について
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裁判官が他の職務に従事する場合の許可等について

(平成3年12月27日人能A第14号事務総長依命通達）

裁判官が他の職務に従事する場合（一定事項の調査、研究、執筆等に継続的又は

定期的に従事する場合を含む。以下同じ｡）の裁判所法（昭和22年法律第59

号）第52条第2号の規定による最高裁判所の許可等について下記のとおり定めま

したので、これによってください。

記

1 報酬を得て他の職務に従事する場合

1 裁判官が報酬（旅費、宿泊料等実費弁償に相当するものを除く。以下同

じ｡）を得て他の職務に従事する場合の裁判所法第52条第2号に規定する最

高裁判所の許可は、その従事しようとする職務が裁判官としての職務の遂行

に支障がないと認められる場合その他同法の精神に反しないと認められる場

合に限り行う。

2 下級裁判所に勤務する裁判官（高等裁判所長官を除く。）が報酬を得て大学

等の講師の職を兼ねる場合（継続的又は定期的に兼ねる場合に限る｡）の裁判

所法第52条第2号に規定する最高裁判所の許可は、その所属する裁判所

（簡易裁判所に勤務する裁判官にあってはその所在地を管轄する地方裁判

所。以下「所属庁」という。）が高等裁判所である場合にあっては当該高等裁

判所、所属庁が地方裁判所又は家庭裁判所である場合にあっては当該地方裁

判所又は家庭裁判所を管轄する高等裁判所が行うことができる。ただし、当

該許可は最高裁判所名で行うものとする。

3 2に定める許可は、次に定める基準に該当する場合に限り行うことができ

る。ただし、この基準によることができない特別の事情がある場合には、最

高裁判所の承認を得て許可することができる。

（1）担当する授業時間が官庁の執務時間外であること。

（2）担当する授業時間数が次の範囲内であること。
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ア 講師の職を兼ねる期間が3か月以上である場合には、授業時間数が1週 ｜

間につき2時間を超えないこと｡

イ 講師の職を兼ねる期間が3か月末満である場合には、授業時間数が1週

間につき6時間を超えないこと。

2 報酎ﾄ|を得ないで他の職務に従事する場合

1 裁判官は、報酬を得ないで、他の職務に従事する場合（2及び3に定める場

合を除く。）には、あらかじめ所属庁の許可を受けなければならない。ただ

し、次に掲げる団体の役員、顧問又は評議員（これらと同種のものを含む。以

下「役員等」という。）の職を兼ねるときは、この限りでない。

（1）国家公務員等共済組合連合会及びこれに設置された機関

（2）裁判所の職員又は法曹関係者を構成員とし、その親睦、互助、研さん等を

目的とする団体

（3）居住地域の町内会及び自治会並びに居住するマンションの管理組合

（4）子弟の学校のPTA

（5）出身学校の同窓会、同期会等の親睦団体

（6）(1)から(5)までに掲げる団体に準ずる団体であって、所属庁がその団体の役

員等の職を兼ねることが裁判官としての職務の遂行に支障がないことが明白

であると認めて指定するもの

2 裁判官は、報酬を得ないで、国又は公共的団体に設置された委員会、協議会

及び審議会（これらと同種のものを含む。以下「委員会等」という｡）の委

員、幹事又は評議員（これらと同種のものを含む。以下「委員等」という｡）

の職を兼ねる場合には、3に定める場合を除くほか、あらかじめ最高裁判所

の許可を受けなければならない。

3 裁判官は、報酬を得ないで、地方公共団体に設置された委員会等並びに各弁

護士会に設置された資格審査会、懲戒委員会及び綱紀委員会の委員等の職を兼

ねる場合には、あらかじめ所属庁の許可を受けなければならない。

4 1から3までに定める許可については、第1の1の定めを準用する。

5 2に定める最高裁判所の許可を求める場合には、当該委員会等の設置目的及
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ぴ構成、当該委員等の職務内容、職務に従事する時間等を明らかにした設置要

綱等の資料を添付する。

3 許可手続

1 裁判官は、裁判所法第52条第2号に規定し、又は第2に定める許可（以下

「兼職の許可」という｡）を申請する場合には、他の職務に従事し、又は委員

等の職を兼ねることとなる日（兼職の許可を更新する場合にあっては、兼職

の許可がされた期間の満了する日。以下「兼職開始予定日」という｡）の1か

月前までに、所属庁に対し、別紙様式による「裁判官兼職許可申請書」（以下

「兼職申請書」という｡）2部を提出しなければならない。ただし、当該提出

期限までに提出できない特別の事情があるときは、当該事情が解消した後

速やかに提出するものとする。

2 所属庁は、申請に係る兼職の許可の権限を有しない兼職申請書の提出を受け

たときは、当該申請に対する意見を付した上、兼職開始予定日の2週間前ま

でに、当該兼職申請書を最高裁判所事務総局人事局長（第1の2に定める許

可については、権限を有する高等裁判所の高等裁判所長官）宛てに送付す

る。

3 次に掲げるものの手続は、1及び2に定めるもののほか、最高裁判所長官が

別に定める。

（1）裁判所法第52条第2号に規定する許可

（2）第1の3ただし書に定める最高裁判所の承認

（3）最高裁判所に勤務する裁判官についての第2の1及び3に定める許可

（4）第2の2に定める最高裁判所の許可

4 許可の期間

兼職の許可の期間は、2年以内とする。

5 委員会等の委員等への推薦

1 委員会等の委員等への委嘱について関係機関から裁判官の推薦依頼があった

場合の推薦は、委員会等で中央官庁及び日本弁護士連合会に設置されたもの

の委員等については最高裁判所が、その他の委員会等の委員等については所
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属庁が行う。

2 所属庁は、1に定める推薦をする場合には、地方公共団体に設置された委員

会等並びに各弁護士会に設置された資格審査会、懲戒委員会及び綱紀委員会

の委員等にその所属の裁判官を推薦するときを除き、最高裁判所の承認を得

なければならない。

3 1に定める推薦については第1の1の定めを、2に定める最高裁判所の承認

を求める場合には第2の5の定めを、それぞれ準用する。

4 1に定める最高裁判所の推薦及び2に定める最高裁判所の承認の手続は、3

に定めるもののほか、最高裁判所長官が別に定める。

5 裁判官が最高裁判所又は所属庁の推薦により委員会等の委員等の職を兼ねる

場合には、裁判所法第52条第2号に規定する許可又は第2の1から3までに

定める許可を受けたものとみなす。

第6 研修会等講師の推薦

1 研修会、講演会等の講師への裁判官の推薦は、所属庁が行う。

2 1の推薦については、次に定める基準をいずれも満たす場合に限り、行うこ

とができる。

（1）研修会、講演会等が国、地方公共団体又は公共的団体の行うものであるこ

と。

（2）研修会、講演会等の目的、趣旨、講義内容、対象者等の諸般の事情を総合

して裁判所の職務の公正に疑義が生ずるおそれがないことが明白であるこ

と。

（3）事務の円滑な運営に支障を生じさせないこと。

3 1の推薦を行う場合において、下級裁判所事務処理規則（昭和23年最高裁

判所規則第16号）第27条本文に規定する手続は、これを省略することが

できる。
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(別紙様式）

裁 判 官 兼 職 許 可 申 請 書

御中

年

（申請者）

次のとおり他の職務に従事することの許可を申請します。

月 日

1 申請者について

年 月 日 （ 歳）生年月日氏 名

現住所

所属庁 官名

2 他の職務の名称等について

事業内容名称

所在地

鉦小
円
円
円

□有□

報酬

月収

年収

1回

勤務態様及び勤務時間

口 常勤 口 非常勤

勤務曜日 （ 曜日）

時から 時まで

平均して、1年 日

1月 日、1日 時間

週延べ 時間

役職名及び職務内容

他の職務に従事する期間

口 新規 □

年 月

年 月

（

継続

日から

日まで

年間）
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3 他の職務に従事することが官職に与える影響

4 他の職務に従事する理由

5 許可申請についての意見

口許可する

許可の期間は、 年 月 日から 年 月 日までと

する

口許可しない

口条件付きで許可する

（条件 ）

年 月 日

許
可
権
者

(記入要領）

1 □の設けられている項目は、該当する□の中にしを付し、又は■とする。

2 「他の職務に従事する期間」欄は、許可は2年を超えない範囲で与えられる

ので、他の職務に従事する予定の期間が2年を超える場合には、この箇所の括

弧内に2年間と記入する。

3 「許可申請についての意見」欄は、許可権者が最高裁判所の場合に記入す

る。
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